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一

　『
令
義
解
』
の
現
存
写
本
に
は
、
内
閣
文
庫
蔵
紅
葉
山
文
庫
本
・
宮
内
庁
書
陵
部
蔵
藤
波
本
・
国
学
院
大
学
蔵
猪
熊
本
等
が
あ
る
。
律
令

の
訓
点
に
つ
い
て
は
、
築
島
裕
氏
に
「
律
令
の
古
訓
点
に
つ
い
て
」
（
日
本
思
想
大
系
『
律
令
』
所
収
、
岩
波
書
店
）
の
詳
論
が
あ
る
。
紅

葉
山
文
庫
本
『
令
義
解
』
の
解
説
に
は
、
水
本
浩
典
氏
の
「
解
説
」
（ 

紅
葉
山
文
庫
本
『
令
義
解
』
所
収
、
東
京
堂
出
版
）
、
猪
熊
本
『
令

義
解
』
の
解
説
に
は
、
谷
口
雅
博
氏
の
「
猪
熊
本
令
義
解
」
（
國
學
院
大
學
貴
重
書
影
印
叢
書
第
一
巻
『
金
葉
和
謌
集
・
令
義
解
・
朝
野
群
載
・

梁
塵
秘
抄
口
伝
集
』
所
収
、
朝
倉
書
店
）
等
が
あ
る
。

　
猪
熊
本
に
つ
い
て
は
、
國
學
院
大
學
貴
重
書
影
印
叢
書
第
一
巻
所
収
本
の
他
、
『
神
道
大
系
』
古
典
編
九
（
神
道
大
系
編
纂
会
）
所
収
本

等
が
あ
る
。
本
稿
は
、
國
學
院
大
學
貴
重
書
影
印
叢
書
第
一
巻
所
収
の
『
令
義
解
』
に
よ
っ
て
、
先
学
の
研
究
を
承
け
て
の
猪
熊
本
の
訓

点
に
つ
い
て
の
実
態
の
調
査
報
告
で
あ
る
。

女
子
大
國
お

　
第
百
五
十
五
号
　
平
成
二
十
六
年
九
月
三
十
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二

　
國
學
院
大
學
貴
重
書
影
印
叢
書
第
一
巻
所
収
猪
熊
本
『
令
義
解
』（
請
求
番
号
　
貴
重
図
書
八
〇
）
の
谷
口
雅
博
氏
の
「
解
題
」
を
参
考
に
、

少
し
く
書
誌
事
項
を
記
し
て
お
く
。

　
内
題
に
は
、
「
神
祇
令
第
六
」
（
第
一
紙
一
行
）
、
「
僧
尼
令
第
七
」
（
第
一
一
紙
二
行
）
と
あ
り
、
尾
題
に
は
、
「
令
巻
第
三
」
（
第
三
六
紙

五
行
）
と
あ
る
。
奥
書
（
第
三
七
紙
）
に
は
、

　
　
正
平
十
七
年
五
月
十
五
日
以
家
説

　
　
授
愚
息
左
尉
明
保
了
於
累
家
本

　
　［
　
］
京
都
在
之
先
以
餘
本
授
而
已

　
　
大
判
事
坂
上
大
宿
袮
（
花
押
）

と
あ
る
こ
と
で
、
正
平
十
七
（
一
三
六
二
）
年
に
坂
上
宿
袮
が
息
子
明
保
に
授
け
た
本
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に

つ
い
て
は
不
詳
で
あ
る
。

　
当
該
書
は
、
全
三
十
七
紙
か
ら
な
る
巻
子
本
で
、
一
紙
は
七
行
か
ら
な
る
。

　
全
三
十
七
紙
の
中
に
は
、

①
　



猪
熊
本
『
令
義
解
』
の
訓
点

53

②
　

右
の
①
②
の
よ
う
に
、
筆
跡
の
異
な
る
も
の
が
混
在
す
る
。
因
み
に
、
①
の
筆
跡
の
も
の
は
、
第
一
紙
～
第
二
十
七
紙
、
第
三
十
一
紙
～

第
三
十
六
紙
、
②
の
筆
跡
の
も
の
は
第
二
十
八
紙
～
第
三
十
紙
に
相
当
す
る
。

①
・
②
に
類
す
る
文
字
の
特
色
の
一
二
を
示
す
と
、

例
え
ば
、
「
凡
」
字
は
①
で
は

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
②
で
は
す
べ
て
が
異
体
字
の

で
あ
る
。

①
　

②
　

ま
た
、
右
の
「
謂
」
「
死
」
字
の
①
と
②
と
を
比
較
し
た
場
合
、
②
は
①
に
比
し
て
、
不
揃
い
で
稚
拙
さ
が
目
立
っ
て
い
る
。

こ
の
点
は
、
後
に
欠
け
た
部
分
を
補
っ
た
と
思
し
い
②
全
体
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

③
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
第
一
一
紙
）
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④
―
１
　
　
　
　
　
　
　

　
④
―
２
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
第
一
〇
紙
）

　
な
お
、
③
④
は
本
文
中
の
仮
名
点
の
例
で
あ
る
が
、
③
の
「
カ
ン
ツ
カ
タ
・
イ
ツ
ハ
」
と
「
サ
ア
ウ
」
、
④
―
１
、
④
―
２
の
「
ハ
ラ
ヘ
」

は
明
ら
か
に
別
筆
で
あ
り
、
③
の
「
カ
ン
ツ
カ
タ
」
等
、
④
―
２
の
加
点
は
、
後
補
と
思
し
い
②
の
書
写
者
に
よ
る
も
の
と
思
し
い
。

　
返
点
に
つ
い
て
は
、
朱
筆
は
文
字
の
左
傍
下
（ 

□.  

）
の
例
の
み
で
あ
る
。
墨
筆
は
、
雁
点
・
一
二
点
・
上
中
下
点
が
確
認
さ
れ
る
。

雁
点
に
つ
い
て
は
、

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
三
紙
１
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
三
紙
４
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
三
紙
６
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
三
紙
７
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
六
紙
７
）　
　
等
々 

右
に
示
す
如
く
、
す
べ
て
の
「
雁
点
」
に
お
い
て
、
文
字
と
文
字
の
中
央
に
鈍
角
の
「

」
を
加
点
す
る
古
形
が
見
ら
れ
る
。

　「
返
点
」
の
国
語
史
的
考
察
に
つ
い
て
は
、
小
林
芳
規
氏
の
「
返
點
の
沿
革
」
（
「
訓
点
語
と
訓
点
資
料
」
第
五
十
四
輯
）
に
詳
し
い
。

　
因
み
に
、
雁
点
を
使
用
し
た
時
期
は
、
鎌
倉
時
代
以
降
で
あ
る
が
、
そ
の
最
古
の
例
は
、
九
條
本
文
選
巻
二
十
承
安
二
年
点
、
続
く
資

料
は
、
明
文
抄
巻
四
鎌
倉
初
期
点
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
雁
点
の
形
態
に
つ
い
て
は
、
小
林
論
文
に
よ
っ
て
、
初
出
期
の
第
一

画
の
入
筆
を
縦
線
に
近
く
、
右
に
跳
ね
上
げ
た
角
度
の
鋭
角
（
「

」
）
の
も
の
か
ら
、
鎌
倉
中
期
に
な
っ
て
左
右
ほ
ぼ
対
称
と
な
り
、
上

向
き
の
角
度
が
鈍
角
（
「

」
）
に
な
る
事
が
知
ら
れ
て
い
る
。
更
に
、
そ
の
加
点
位
置
に
つ
い
て
は
、
初
出
期
か
ら
鎌
倉
時
代
を
通
じ
て
、
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「
□

□
」
の
よ
う
に
、
漢
字
と
漢
字
と
の
中
央
に
あ
り
、
殆
ど
例
外
は
無
い
と
さ
れ
て
い
る
。

　
本
点
の
雁
点
の
形
態
と
加
点
位
置
は
、
坂
上
宿
祢
が
明
保
に
授
け
た
本
の
加
点
時
期
が
鎌
倉
時
代
の
加
点
本
で
あ
る
こ
と
を
示
す
も
の

で
あ
る
。

　
ま
た
、
畳
語
訓
の
点
「
‥
」
が
次
の
様
に
確
認
さ
れ
る
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　 
（
二
紙
５
）  

　
　
　
　
　
　
　 

（
九
紙
２
）  

　
　
　
　
　
　
　
　 

（
一
一
紙
５
）  

　
　
　
　
　 

（
一
四
紙
４
）

 

　
　
　
　
　
　
　
　 

（
一
四
紙
４
）  
　
　
　
　
　
　
　
　 

（
一
六
紙
２
）  

　
　
　
　
　
　
　
　 

（
一
六
紙
６
）  

　
　
　
　
　
　
　 

（
二
二
紙
３
）

 

　
　
　
　
　   

（
二
五
紙
４
）

畳
語
訓
は
、
同
義
の
漢
字
を
二
つ
重
ね
て
一
つ
の
意
味
を
表
す
漢
語
熟
語
の
一
用
法
で
あ
る
。
そ
の
漢
語
熟
語
は
、
所
謂
連
文
と
称
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
後
に
詳
述
す
る
。

　
　
　
　
　
三

　
所
用
ヲ
コ
ト
点
は
、
朱
筆
、
墨
筆
に
よ
る
加
点
が
確
認
さ
れ
、
次
の
如
く
で
あ
る
。
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文
字
の
四
角
の
「
・
」
に
よ
る
星
点
は
、
博
士
家
点
（
俗
家
点
）
に
符
合
す
る
も
の
で
あ
り
、
博
士
家
点
の
中
で
も
、
「
－
」
「
―
」
「
＼
」

「
／
」
等
の
線
点
、
「
∟
」
「∟

」
等
の
鈎
点
は
明
経
点
に
符
合
す
る
も
の
が
多
い
。

　
明
経
点
（
築
島
裕
『
平
安
時
代
訓
點
本
論
考
ヲ
コ
ト
點
圖
假
名
字
體
表
』
所
収
「
經
傳
」
）
に
お
い
て
（
　
）
で
示
さ
れ
て
い
る
、線
点
「
―
」

の
「
ヨ
リ
」
「
シ
テ
」
「
レ
ル
」
、
「
＼
」
の
「
ケ
ル
」
、
「
／
」
の
「
ア
リ
」
「
ヘ
ル
」
、
鈎
点
「
∟
」
の
「
モ
」
「
ヨ
」
等
も
猪
熊
本
で
は
確
認

さ
れ
る
。
一
方
、
線
点
「
－
」
の
「
ク
」
「
ル
」
、
「
―
」
の
「
コ
ト
」
「
ス
」
等
は
、
明
経
点
に
は
見
ら
れ
な
い
点
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、「
コ
ト
」
の
点
に
星
点
「
・
」
線
点
「
―
」
、「
ス
」
の
点
に
星
点
「
・
」
線
点
「
―
」
、「
モ
」
の
点
に
線
点
「
―
」
鈎
点
「
∟
」

が
確
認
さ
れ
る
。
複
数
の
点
が
、
一
つ
の
音
節
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、
一
対
一
の
対
応
に
至
る
過
渡
期
の
様
相
を
示
す
も
の
か
。

　
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
明
経
点
に
符
合
す
る
点
が
多
い
中
で
、
明
経
点
に
は
見
え
な
い
点
が
多
く
存
す
る
こ
と
と
も
関
係
あ
ろ
う
か
。

　
声
点
は
、
朱
筆
に
よ
る
も
の
と
、
墨
筆
に
よ
る
も
の
と
が
あ
り
、
朱
筆
の
場
合
は
「
－
」
を
四
角
に
加
点
し
、
墨
筆
の
場
合
は
「
－
」

と
圏
点
を
四
角
に
加
点
す
る
も
の
と
が
あ
る
。
「
－
」
に
よ
る
声
点
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。

　
猪
熊
本
『
令
義
解
』
の
所
用
ヲ
コ
ト
点
は
次
の
様
に
な
る
。

　
　《
朱
点
》

ム
ヲニキモ

ヨ
リ

音訓

訓
合
符

音
合
符

音
合
符

シ
テ

ヘ
ル

レ
ル

ス

セ
リ

コ
ト

タ
ル

ケ
ル

カ

テ

ヨ

ヌ

ツ

オ

ヘ
（
モ
）

ア
リ

畳
語
訓

注
文
符

返
点

読
点

句
点

タ
リ

ヘ
リ

上

平 入

去

リ

（
ソ
）

ソ

ケ

セ

フ

コ
ト

ト

ハ

ノ

ス

レ

シ

ラ
ナ
リ

コ
ト
ヲ

ク

ル

ト
キ

セ
ル

ス
ル

（
ス
ル
）

（
ス
ル
）



猪
熊
本
『
令
義
解
』
の
訓
点

57

　
　《
墨
点
》

　
所
用
の
古
体
の
仮
名
字
体
に
つ
い
て
見
る
と
、
キ
の
仮
名
「

」
、
ケ
の
仮
名
「

」
、
サ
の
仮
名
「

」
、
ツ
の
仮
名
「

」
、
ニ
の

仮
名
「

」
、
ネ
の
仮
名
「

」
、
ホ
の
仮
名
「

」
、
マ
の
仮
名
「

」
、
ミ
の
仮
名
「

」
、
ヰ
の
仮
名
「

」
な
ど
に
古
体
の
字
体

が
確
認
さ
れ
る
。 ム

ヲニキモ

ヨ
リ

音訓

訓
合
符

音
合
符

音
合
符

シ
テ

ヘ
ル

レ
ル

ス

セ
リ

コ
ト

タ
ル

ケ
ル

カ

テ

ヨ

ヌ

ツ

オ

ヘ
（
モ
）

ア
リ

畳
語
訓

注
文
符

返
点

読
点

句
点

タ
リ

ヘ
リ

上

平 入

去

リ

（
ソ
）

ソ

ケ

セ

フ

コ
ト

ト

ハ

ノ

ス

レ

シ

ラ
ナ
リ

コ
ト
ヲ

ク

ル

ト
キ

セ
ル

ス
ル

（
ス
ル
）

（
ス
ル
）

訓
合
符

音
合
符

音
合
符

訓 音

上

平 入

去

上

平 入

去
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古
体
仮
名
に
は
、
平
安
時
代
中
期
の
字
体
と
思
し
い
も
の
が
見
ら
れ
る
。

所
用
の
仮
名
字
体
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

　（
四
紙
５
）　
　
　
　
　
　
　
　
　（
五
紙
１
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
一
〇
紙
１
）

そ
の
他

ン ワ ラ ヤ マ ハ ナ タ サ カ ア

畳
符

ヰ リ ミ ヒ ニ チ シ キ イ

ル ユ ム フ ヌ ツ ス ク ウ

エ レ ヱ メ ヘ ネ テ セ ケ エ

ヲ ロ ヨ モ ホ ノ ト ソ コ オ
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と
こ
ろ
で
、
右
の
図
版
に
示
す
、「
ア
ヒ
ン
ヘ
（
「
ア
ヒ
ニ
ヘ
」
の
音
便
）
」
、「
オ
ホ
ン
ヘ
（
「
オ
ホ
ニ
ヘ
」
の
音
便
）
」
、「
フ
ン
ヒ
ト
ヘ
（
「
フ

ミ
ヒ
ト
ヘ
」
の
音
便
）
」
の
よ
う
に
撥
音
便
ン
の
仮
名
「

」
が
見
ら
れ
る
。
ン
の
仮
名
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
一
紙
３
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
二
紙
３
）

の
よ
う
に
、
初
画
の
入
角
が
斜
め
「
＼
」
の
も
の
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
四
紙
２
）　
　
　
　
　
　
　
　（
二
〇
紙
６
）　
　
　
　
　
　
　
　
　

　（
二
〇
紙
６
）

の
よ
う
に
、
初
画
が
上
か
ら
下
へ
の
「
―
」
の
も
の
と
が
混
在
す
る
。
鎌
倉
時
代
初
期
か
ら
鎌
倉
中
期
へ
の
字
形
変
化
の
過
渡
期
的
な
様

相
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
字
音
の
類
音
注
記
の
場
合
、
「
音
○
」
示
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
そ
の
「
音
」
字
を
「
∟
」
と
す
る
例
が
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

　
　
　
　
　
　（
一
三
紙
４
）　
　
　
　
　
　

　（
二
〇
紙
４
）

字
音
注
に
つ
い
て
は
、
仮
名
点
の
例
を
含
め
て
後
に
詳
述
す
る
。
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四

　
次
に
声
点
に
つ
い
て
示
す
。

　
声
点
に
つ
い
て
は
、
一
般
的
な
「
・
」
「
〇

」
の
他
に
「
－
」
を
漢
字
の
四
角
に
加
点
す
る
例
が
見
ら
れ
る
。

１
、
朱
筆
に
よ
る
「
－
」
の
加
点
例

　
　
甘
〔
上
〕
水
〔
上
〕
（
二
紙
５
）　
　
吉
〔
入
〕
凶
〔
上
〕
（
一
一
紙
５
）　
　
上
〔
平
〕
座
〔
平
〕
（
一
三
紙
６
）

　
　
當
〔
去
〕
贖
〔
入
〕
（
一
二
紙
６
）　
本
〔
平
〕
貫
〔
平
〕
（
一
七
紙
５
）　
　
齋
〔
平
〕
戒
〔
平
〕
（
二
二
紙
２
）

　
　
輙
（
去
）
換カ

フ

（
入
）
（
二
三
紙
７
）　
　（
全
七
例
）

２
、
墨
筆
に
よ
る
「
〇

」
の
加
点
例

　
　
恩
〔
去
〕
智
〔
平
〕
（
四
紙
５
）　
　
頒
〔
平
〕
（
五
紙
７
）　
　
巫ム

〔
上
〕
術
（
一
三
紙
２
）　
　
巫
（
上
）
（
一
三
紙
２
）

　
　
情セ

イ

〔
去
〕

性
シ
ヤ
ウ

（
一
七
紙
２
）　
　
郷
〔
去
〕
里
（
一
七
紙
５
）　
　
為
〔
去
〕
（
一
八
紙
３
）　
　
青
〔
去
〕
碧
（
二
〇
紙
４
）

　
　
齋
戒
〔
入
〕
（
二
二
紙
２
）　
　
網
〔
平
〕
維
〔
上
〕
（
二
三
紙
３
）　
　
為
〔
去
〕
（
二
七
紙
３
）　
　
　（
全
一
一
例
）

３
、
墨
筆
に
よ
る
「
－
」
の
加
点
例

　
　
時
〔
平
〕
令
〔
去
〕
（
一
紙
５
）　
　
飛
〔
平
〕
散
〔
去
〕
（
一
紙
７
）　
　
齋サ

イ

〔
平
〕
戒カ

イ

（
二
紙
２
）

　
　
潔ケ

ツ

〔
入
〕
清セ

イ

（
二
紙
２
）　
　
神
〔
去
〕
明
〔
上
〕
（
二
紙
３
）　
　
酒
〔
上
〕
樽
〔
去
〕
（
二
紙
７
）

　
　
幣
〔
平
〕
帛
〔
入
〕
（
四
紙
６
）　
　
幤
〔
平
〕

帛
ヒ
ヤ
ク

〔
入
〕
（
五
紙
６
）　
　
寶
〔
上
〕
詞
〔
平
〕
（
八
紙
１
）
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璽
〔
上
〕
信
〔
去
〕
（
八
紙
２
）
（
以
下
略
）　
　
　
等
々

圏
点
に
よ
る
場
合
も
、
線
点
（
－
）
に
よ
る
場
合
も
清
音
と
濁
音
と
を
区
別
す
る
こ
と
は
な
い
。
因
み
に
、
当
該
点
本
に
は
、
先
の
点
図

に
も
示
し
た
よ
う
に
、
漢
字
の
各
角
に
「
－
」
「
〇

」
を
加
点
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
漢
籍
の
点
本
で
は
、
「
－
」
に
よ
る
声
点
表
示
は
多
く
な
い
。

　
嘉
禄
本
『
古
語
拾
遺
』
に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
『
古
代
史
籍
集
』（
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
　
１
・
八
木
書
店
）
所
収
の
同
書
に
よ
っ
て
、

そ
の
一
二
を
示
す
。

　
上
〔
去
〕
古
〔
上
〕　
　
文
〔
上
〕
字
〔
平
〕　
　
貴
〔
平
〕
賤
〔
平
〕　
　
老
〔
平
〕
少
〔
平
〕　
　
前
〔
平
〕
言
〔
平
〕

　
往
〔
去
〕
行
〔
去
　
但
し
圏
点
に
よ
る
加
点
〕　
　
書
〔
平
〕
契
〔
去
〕　
　
根
〔
去
〕
源
〔
上
〕　
　（
以
上
四
一
二
頁
）

　
蘿
葛
者
比
可
氣
〔
上
上
上
〕

　
以
竹
葉
飯ヲ

憩

ケ
（
左
傍
に
イ
コ
フ
）

〔
上
上
〕
木
葉
為
手タ

ク

サ草
今
多

久
佐

（
多
久
佐
に
〔
平
上
平
〕
）（
以
上
四
三
六
頁
）

　
前
田
尊
経
閣
蔵
本
『
釋
日
本
紀
』
の
「
秘
訓
」
（
巻
一
六
）
に
も
多
く
見
ら
れ
る
。
尊
経
閣
善
本
影
印
集
成
28 

（
八
木
書
店
）
所
収
『
釈

日
本
紀
』
に
よ
っ
て
、
そ
の
幾
つ
か
を
抄
出
す
る
。

　
天
先
成
而
地
後
定
―
ア
マ
ノ
ミ
キ
リ
シ
〔
平
平
平
上
平
平
上
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ニ
ノ
ミ
キ
リ
シ
〔
上
上
上
上
平
平
上
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
マ
ノ
イ
ハ
タ
テ
ソ
イ
タ
チ
〔
○
○
○
上
上
上
上
上
上
上
上
〕
（
巻
十
六
・
十
ウ
）

　
有
勇
悍
以
安
忍
　
―
イ
サ
ミ
タ
ケ
ク
シ
テ
イ
フ
リ
ナ
ル
コ
ト
ア
リ
〔
上
上
平
平
上
平
上
平
平
上
上
平
上
平
平
平
上
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
サ
ミ
タ
ケ
イ
コ
ト
ア
ル
ヲ
タ
ヨ
リ
ト
ス
〔
上
上
平
平
平
平
平
平
平
上
上
平
□
平
平
平
〕
（
巻
十
六
・
二
二
オ
）
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保
食
　
　
　
　
　
―
宇
氣
母
知
〔
上
上
上
上
〕
（
巻
十
六
・
二
五
オ
）

　
洟
　
　
　
　
　
　
―
波
奈
多
利
〔
□
上
上
上
〕
（
巻
十
六
・
二
八
オ
）

　
多
　
　
　
　
　
　
―
左
波
〔
平
平
〕
又
　
於
保
之
〔
平
平
平
〕
（
巻
十
六
・
二
八
ウ
）

　
平
安
　
　
　
　
　
―
左
介
久
〔
上
上
平
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
沙
支
久
〔
上
上
平
〕
若
沙
介
久
〔
上
上
平
〕
者
（
巻
十
六
・
二
九
オ
）　
等
々
。

　
京
都
国
立
博
物
館
蔵
吉
田
本
『
日
本
書
紀
』
に
見
ら
れ
る
二
三
の
例
を
、
勉
誠
出
版
（
株
）
刊
に
よ
っ
て
示
す
。

　
天
地
　
　
　
　
　
―
ア
メ
ツ
チ
〔
平
上
平
平
〕

　
渾
沌
　
　
　
　
　
―
マ
ロ
カ
レ
タ
ル
コ
ト
〔
上
上
上
平
平
平
平
平
〕

　
清
陽
者
　
　
　
　
―
ス
ミ
ア
キ
ラ
カ
ナ
ル
モ
ノ
〔
平
上
平
平
上
平
上
平
○
○
〕

　
薄
靡
　
　
　
　
　
―
右
傍
・
タ
ナ
ヒ
キ
〔
上
上
○
平
〕　
左
傍
・
カ
ス
ミ
ナ
ヒ
キ
〔
上
上
平
平
平
上
〕

　
淹
滞
　
　
　
　
　
―
シ
ツ
ミ
ト
モ
リ
テ
〔
上
上
平
上
上
平
上
〕　
等
々
。

　
因
み
に
、
猪
熊
本
『
令
義
解
』
に
は
、
「
－
」
と
「
〇

」
の
両
形
式
が
見
ら
れ
る
が
、
嘉
禄
本
『
古
語
拾
遺
』
に
於
い
て
も
、
圏
点
「
〇

」

に
よ
る
も
の
が
、

　
變
改
〔
去
上
〕　
委
曲
〔
上
入
〕　
簸
〔
平
〕　
栲タ

ク

播ハ
タ

千
千
姫
〔
上
上
平
平
○
〕　
等

　
稚
子
―
和
可
古
〔
平
平
平
濁
〕　
埋ミ

ソ

溝ウ
ミ

―
美
曽
宇
美
〔
上
上
上
平
〕　
放ヒ

ハ
ナ
チ樋

―
斐
波
那
知
〔
去
平
平
上
〕　
等

　
尊
経
閣
本
『
釈
日
本
紀
』
に
於
い
て
も
、
圏
点
に
よ
る
も
の
が
、

　
葉
木
國
〔
去
去
去
〕　
神シ

ム

武ム

天テ
ム

皇ワ
ウ

〔
去
平
去
上
〕　
蘇ソ

那ナ

曷カ

叱シ

知チ

〔
去
上
上
平
平
〕　
如ニ

ヨ
ヰ
ノ
タ
マ

意
珠
〔
去
平
○
〕　
　
等

の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。
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吉
田
本
『
日
本
書
紀
』
に
も
圏
点
に
よ
る
差
声
例
が
、

　
狭サ

ツ

チ槌
尊
〔
上
上
○
〕　
　
常ト

コ

立タ
チ

尊
〔
上
上
○
〕　
　
豊ト

ヨ
ク
ム
ヌ
ノ

斟
渟
尊
〔
平
上
平
○
〕　
　
等

　
と
こ
ろ
で
、
『
譯
註
日
本
律
令
　
十
一
』
（
東
京
堂
出
版
）
所
収
藤
波
家
旧
蔵
巻
子
本
『
神
祇
令
』
（
反
町
茂
雄
編
『
近
集
　
善
本
百
種
』

所
収
、
一
葉
）
に
よ
る
と
、
猪
熊
本
で
は
「
－
」
に
よ
っ
て
、
「
時
令
（
平
去
）
」
と
見
え
る
も
の
が
、
藤
波
家
旧
蔵
本
で
は
圏
点
が
差
声

さ
れ
、
「
飛
散
（
平
去
）
」
も
圏
点
に
よ
っ
て
差
声
さ
れ
て
い
る
。

　『
古
語
拾
遺
』
『
釋
日
本
紀
』
に
お
い
て
は
、
漢
語
、
和
語
と
も
に
「
－
」
「
〇

」
が
見
ら
れ
る
が
、
『
日
本
書
紀
』
で
は
、
「
－
」
は
和
語

の
み
に
み
ら
れ
、
「
〇

」
が
和
語
に
差
さ
れ
る
例
は
な
い
。

　「
－
」
と
「
〇

」
と
の
混
用
の
実
態
に
つ
い
て
は
、詳
細
な
調
査
が
俟
た
れ
る
が
、「
－
」
に
よ
る
声
点
注
記
が
『
古
語
拾
遺
』『
釋
日
本
紀
』

『
日
本
書
紀
』
『
令
義
解
』
と
い
っ
た
国
典
の
文
献
に
限
ら
れ
て
見
ら
れ
る
。
用
例
の
類
聚
を
俟
ち
た
い
。

　
　
　
　
　
五

四
１
　
字
音
点
に
つ
い
て
。

　
漢
字
音
に
呉
音
の
例
が
目
立
つ
。

山セ
ン

谷コ
ク

（
二
紙
５
）・
苗メ

ウ

稼ケ

（
二
紙
５
）・
稔ニ

ン

（
二
紙
６
）・
假ケ

（
一
一
紙
４
）・
指シ

斥
シ
ヤ
ク

（
一
一
５
）・
巫ム

術
（
一
三
紙
２
）・
白
衣エ

（
一
四
紙
１
）・

食シ
キ

ス
ル
（
一
七
紙
１
）
・
慇ヲ

ン

懃コ
ン

（
一
七
紙
２
）
・

精
シ
ヤ
ウ

鋭エ
イ

（
一
七
紙
２
）
・
情セ

イ

性
シ
ヤ
ウ

（
一
七
紙
２
）
・
解ケ

脱
（
一
七
紙
２
）
・
郷カ

ウ

里
（
一
七
紙
５
）
・

青
シ
ヤ
ウ

碧
ヒ
ヤ
ク

（
二
〇
紙
４
）
・
壊エ

色
（
二
〇
紙
４
）
・
山セ

ン

居キ
ヨ

二
二
紙
４
）
・
気ケ

（
二
二
紙
４
）
・
阿
曲コ

ク

（
二
三
紙
６
）
・

斲
チ
ヨ
ク

斧フ

（
二
四
紙
６
）
・
興コ

ウ

販ヘ
ン

（
二
七
紙
５
）
・
冒ム

名
（
三
二
紙
７
）
・
牛コ

馬メ

（
三
五
紙
７
）

等
が
呉
音
の
加
点
さ
れ
た
例
で
有
る
。
本
書
の
字
音
仮
名
点
は
、 

右
例
の
「
情セ

イ

性
シ
ヤ
ウ

」
の
「
性
」
字
の
呉
音
（
シ
ヤ
ウ
）
に
対
し
て
「
情
」
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字
は
「
セ
イ
」
と
漢
音
で
あ
る
。
ま
た
、「
山セ

ン

居キ
ヨ

」
の
「
山
」
字
の
呉
音
（
セ
ン
）
に
対
し
て
、「
キ
ヨ
」
は
漢
音
で
あ
る
。
「
擾
亂
」
（
一
五

紙
１
）
の
「
擾
」
字
の
右
傍
に
漢
音
「
セ
フ
」
、
左
傍
に
呉
音
「
ネ
ウ
」
と
あ
り
、
一
九
紙
１
に
「
擾セ

フ

乱
」
と
あ
る
に
よ
っ
て
漢
音
読
の
例

と
思
し
い
。
「
屈
滞テ

イ

」
（
一
九
紙
７
）
の
「
テ
イ
」
は
漢
音
。

　
字
音
点
は
、
「
情セ

イ

性
シ
ヤ
ウ

」
「
山セ

ン

居キ
ヨ

」
の
よ
う
な
、
「
漢
音
＋
呉
音
」
「
呉
音
＋
漢
音
」
の
例
の
他
、
幾
つ
か
の
漢
音
に
よ
る
加
点
例
も
見
ら
れ

る
が
、
本
点
は
呉
音
が
字
音
点
の
大
半
を
占
め
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
日
本
紀
略
』
に
よ
れ
ば
、
延
暦
十
一
（
七
九
二
）
年
の
勅
に
、

　
勅
明
経
之
徒
。
不
可
習
呉
音
。
発
声
誦
読
既
致
訛
謬
。
熟
習
漢
音
　（
延
暦
十
一
年
閏
十
一
月
）

と
見
え
、（
明
経
の
徒
は
）
、「
よ
り
中
国
音
に
習
熟
せ
よ
」
と
あ
り
、
奈
良
朝
前
期
に
は
、
漢
音
を
積
極
的
に
推
奨
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、

『
類
聚
国
史
』
延
暦
十
七
年
四
月
の
勅
に
、
「
漢
音
」
を
「
正
音
」
と
す
る
呼
称
も
見
ら
れ
る
。

　
こ
れ
ら
に
よ
る
と
、
八
世
紀
の
末
か
ら
、
詔
勅
や
太
政
官
符
に
よ
っ
て
、
漢
音
が
奨
励
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当
該
『
令

義
解
』
に
呉
音
の
多
く
見
ら
れ
る
点
は
、
当
点
の
特
徴
と
い
え
よ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、
中
国
語
の
漢
字
音
の
意
識
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
う
ち
は
、
「
漢
音
＋
呉
音
」
「
呉
音
＋
漢
音
」
と
い
う
よ
う
に
、
呉
音

と
漢
音
と
が
混
じ
る
こ
と
の
な
い
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
と
す
る
と
、
当
該
書
の
加
点
者
の
、
或
い
は
鎌
倉
と
い
う
時

代
の
中
国
語
に
対
す
る
意
識
の
稀
薄
さ
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
ま
れ
、
呉
音
訓
み
の
多
い
点
に
つ
い
て
は
、
『
令
義
解
』
の
他
本
の
字
音
点
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
。
後
考
を
俟
ち
た
い
。

　
次
に
、
類
音
注
記
の
二
例
に
つ
い
て
。

　
①
「
呪
」
字
の
類
音
注
字
「
主
」
― 

「
呪
」
字
の
漢
音
は
「
シ
ウ
」
、
呉
音
は
「
シ
ユ
」
で
あ
り
、
「
主
」
字
の
漢
音
は
「
シ
ユ
」
、
呉
音
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は
「
ス
」
で
あ
る
。

　
②
「
黄
」
字
の
類
音
注
字
「
王
」
― 

「
黄
」
字
の
漢
音
は
「
ク
ワ
ウ
」
、
呉
音
は
「
ワ
ウ
」
で
あ
り
、「
王
」
字
は
漢
音
、
呉
音
共
に
「
ワ

ウ
」
で
あ
る
。

②
は
呉
音
注
記
、
①
は
呉
音
を
漢
音
に
よ
っ
て
類
音
注
し
た
も
の
で
あ
る
。

四
２
　
国
語
音
に
つ
い
て
。

　
畳
語
訓
の
点
「
□
‥
□
」
を
加
点
す
る
例
の
和
訓
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

①
浸

ウ
ル
ヲ
シ‥
潤

　
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、「
浸
」
字
に
「
ウ
ル
ホス

ス
（
平
上
○上

○
）
」
（
法
上
三
一
）
と
あ
り
、「
潤
」
字
に
は
、「
ウ
ル
フ
」
（
法

上
一
三
）
と
あ
る
。
「
浸
潤
」
は
連
文
と
確
認
さ
れ
る
が
、
二
字
を
一
訓
に
は
せ
ず
分
訓
す
る
。

②
精ク

‥
細

ク
ハ
シ

　

　
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、「
精
」
字
に
「
ク
ハ
シ
（
平
平
上
）
」（
法
下
二
九
）
と
あ
り
、「
細
」
字
に
も
「
ク
ハ
シ
（
平
平
○
」（
法

中
一
二
三
）
と
あ
る
。
「
精
細
」
は
連
文
で
あ
る
が
、
「
ク
ハ
シ
ク
ク
ハ
シ
」
と
分
訓
す
る
。

③
過
‥
誤

　
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、「
過
」
字
に
「
ア
ヤ
マ
ル
」
（
佛
上
五
七
）
と
あ
り
、「
誤
」
字
に
も
「
ア
ヤ
マ
ツ
リル

（
平
平
○
○
）
」（
法

上
六
〇
）
と
あ
る
。
「
過
誤
」
は
連
文
で
あ
る
が
、
「
ア
ヤ
マ
リ
ア
ヤ
マ
ル
」
と
分
訓
す
る
。

④
餉

ヲ
ク
リ

‥
遺

　
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、
「
餉
」
字
に
「
ヲ
ク
ル
」
は
見
ら
れ
な
い
が
、
石
山
寺
本
『
金
剛
波
若
経
集
験
記
』
、
上
野
本
『
漢
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書
揚
雄
傳
』
、
石
山
寺
本
『
高
僧
傳
』
等
に
は
見
ら
れ
る
和
訓
で
あ
る
。
「
遺
」
字
に
は
「
オ
ク
ル
（
上
上
○
）
」
（
佛
上
五
六
）
と
あ
る
。

連
文
で
あ
る
。

⑤
毆
‥
撃

　
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、
「
毆
」
字
に
「
ウ
ツ
（
平
上
）
」
（
僧
中
六
〇
）
、
「
撃
」
字
に
も
「
ウ
ツ
（
平
上
）
」
（
佛
下
本
四
三
）

と
あ
る
。

⑥
寂

シ
ツ
カ

‥
静

　
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、
「
寂
」
字
に
「
シ
ツ
カ
ナ
リ
（
○
上
濁
○
○
○
）
」
（
法
下
四
五
）
、
取
「
シ
ツ
カ
ナ
リ
」
（
法
下

六
三
）
、
「
静
」
字
に
も
「
シ
ツ
カ
ナニ

リ
（
平
上
濁
平
○
○
）
」
（
僧
下
九
九
）
と
あ
る
。

⑦
聴

ユ
ル
シ

‥
許

　
観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
に
は
、
「
聴
」
字
に
「
ユ
ル
ス
」
（
佛
中
三
）
、
「
許
」
字
に
「
ユ
ル
ス
（
平
平
○
）
」
（
法
上
六
一
）
と
あ
る
。

　
以
上
畳
語
訓
の
点
「
‥
」
の
加
点
さ
れ
た
、
何
れ
も
は
連
文
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
る
。
連
文
は
、
同
義
の
漢
字
を
重
ね
た
も
の
で
有
る

の
で
、
二
字
を
一
訓
に
読
む
の
が
普
通
で
有
る
。
し
か
し
、
当
該
資
料
に
お
い
て
は
、
畳
語
訓
の
点
を
加
点
さ
れ
た
例
の
す
べ
て
は
分
訓

し
た
も
の
と
断
じ
て
問
題
は
な
い
。
連
文
の
分
訓
は
、
訓
読
の
新
し
さ
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
「
者
」
字
を
「
ヒ
ト
」
と
読
む
例
に
つ
い
て
。

　
・
諸
司
の
祭
の
事
に
預
（
く
）
る
者人

、
是
そ
〔
也
〕
（
八
紙
４
）

　
・
者人

を
取
（
り
て
）
充
（
て
）
よ
（
九
紙
５
）

　
・
…
…
法
〔
入
〕
務
〔
平
〕
綱
〔
平
〕
‐
維ヰ

〔
上
〕
タ
ラ
ン
者人

を
用
（
ゆ
）
（
へ
）
〔
須
〕
し
（
二
三
紙
３
）

　
・
浪
に
無
‐
徳
の
者人

を
擧
る
こ
と
有
（
ら
）
は
日
［
　
］
苦
使
（
せ
よ
）
（
二
三
紙
７
）
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・
其
（
れ
）
、
乞コ

ツ

〔
入
〕
‐
食シ

キ

ス
ル
者人

有
ら
は
、
三
綱
連
‐
署
し
て
國
‐
郡
‐
司
に
經
よ
。
（
一
七
紙
１
絽
）

　
・
其
（
の
）
尼ニ

は
婦
女
の
情
に
願
（
は
）
む
者人

を
取
れ
（
一
七
紙
７
）

　
・
所
〔
平
〕
由
〔
上
〕
の
者
は
並
（
に
）
、
律
に
依
（
り
て
）
科
〔
平
〕
断
〔
平
〕
せ
（
三
六
紙
４
）

　
築
島
裕
氏
は
「
律
令
の
古
訓
点
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
「
本
書
で
は
人
物
を
表
す
「
者
」
を
「
ヒ
ト
」
と
訓
じ
て
い
る
こ
と
が
多
い
」

と
し
て
、
選
叙
令
・
考
課
令
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、
右
に
示
し
た
例
は
僧
尼
令
（
猪
熊
本
）
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
者
」
字
の
右

傍
の
実
字
「
人
」
は
「
ヒ
ト
」
と
訓
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
人
物
を
表
す
「
者
」
字
の
訓
が
「
ヒ
ト
」
か
ら
「
モ
ノ
」
に
訓
み
替
え
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
門
前
正
彦
氏
の
「
漢
文
訓
読
史
上

の
一
問
題
　
二
―
「
ヒ
ト
」
よ
り
「
モ
ノ
」
へ
―
」
（
『
訓
点
語
と
訓
点
資
料
』
第
十
一
輯
）
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
①
平
安
初
期
に

お
い
て
は
、
「
ヒ
ト
」
の
訓
が
用
い
ら
れ
る
。
②
平
安
中
期
に
は
、
人
間
を
指
す
場
合
、
事
物
を
指
す
場
合
の
い
づ
れ
に
も
「
モ
ノ
」
が
用

い
ら
れ
る
。
③
「
ヒ
ト
」
「
モ
ノ
」
の
使
い
分
け
の
無
く
な
っ
た
、
年
代
の
確
実
な
最
古
の
点
本
は
、
京
都
大
学
図
書
館
蔵
蘇
悉
地
羯
羅
経

巻
上
延
喜
九
（
九
〇
九
）
年
点
で
あ
る
。
と
い
う
三
点
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
当
該
『
令
義
解
』
の
「
者
」
字
の
実
字
注
「
人
」
は
、「
者
」
字
を
「
ヒ
ト
」
と
訓
む
こ
と
を
示
す
、
古
訓
の
残
存
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

こ
の
古
訓
の
残
存
は
、
古
訓
へ
の
志
向
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、

　
・
今
、
此
の
條
に
、
唯
、
尊
キ
者モ

ノ

を
挙
（
け
）
た
り
。
故
に
、
卑
キ
者の

を
毆
ら
は
、
還
俗
す
（
へ
か
ら
す
）
〔
不
可
〕
。
（
一
六
紙
３
）

　
右
例
に
は
、
二
つ
の
「
者
」
字
が
見
ら
れ
る
。
後
者
の
「
者
」
字
に
は
、
「
の
」
の
ヲ
コ
ト
点
が
見
ら
れ
る
が
、
前
者
の
「
者モ

ノ

」
に
対
応

し
た
「
者
」
字
の
部
分
訓
「
（
も
）
の
」
で
あ
ろ
う
。
因
み
に
、
「
者
」
字
に
「
モ
ノ
（
も
の
）
」
の
加
点
例
は
割
注
部
に
見
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
。

　「
者
」
字
の
訓
と
し
て
、
本
書
は
古
形
の
「
ヒ
ト
」
を
残
し
な
が
ら
、
平
安
時
代
中
期
以
後
の
新
し
い
「
モ
ノ
」
訓
が
共
存
す
る
。
だ
と
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す
る
と
、
「
者
」
字
の
無
加
点
の
例
に
つ
い
て
は
、
本
文
と
割
注
と
で
、
そ
の
訓
み
を
区
別
す
べ
き
か
。

　
以
下
に
は
、
本
書
の
訓
読
語
の
幾
つ
か
に
つ
い
て
抄
出
す
る
。

ア
カ
ツ
〔
頒
〕

　
諸
司
に
頒ア

カ

チ
告
れ
（
八
紙
７
）

観
『
名
』
（
佛
下
本
二
二
）
に
「
ア
カ
ツ
（
平
平
上
）
」
と
あ
る
。

ア
キ
ラ
カ
ニ
〔
審
〕

　
其
（
の
）
事
の
情
を
審ア

（
に
）
實
を
知
（
り
て
）
（
二
五
紙
４
）

ア
サ
ツ
キ
〔
角
葱
〕

　
三
に
曰
（
く
）
角ア

サ_

葱ツ
キ

（
一
八
紙
２
）

　
築
島
裕
『
訓
點
語
彙
集
成
』
（
以
下
『
集
成
』
と
略
称
す
る
）
に
は
「
水
○
・
興
蕖
・
草
○
・
薤
・
虀
」
等
の
例
が
見
ら
れ
る
が
、
「
角
葱
」

字
は
見
ら
れ
な
い
。

ア
ヅ
カ
ル
〔
關
〕

　
人
主
に

關
ア
ツ
カ

リ
渉ワ

タ

（
る
）
〔
也
〕
（
一
一
紙
６
）

ア
ツ
マ
ル
〔
聚
〕

　
百
官
の
男
女
、
祓
の
所
に

聚
ア
ツ
マ

リ
集
レ
（
一
〇
紙
１
）

ア
バ
ク
〔
撥
〕

　
互タ

カ

ヒ
に
、
相
（
ひ
）
、
撥ア

ハ

キ
毀ソ

シ

リ
て
（
一
五
２
）

ア
フ
〔
食
〕
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以
上
の
卜ウ

ラ

を
食ア

ヘ
ら
む
（
九
紙
４
）

　『
集
成
』
に
は
、
東
洋
文
庫
本
『
春
秋
経
傳
集
解
』
の
一
例
が
見
ら
れ
る
。

ア
ヤ
〔
綾
〕

　
綾ア

ヤ

、
羅ラ

、

錦
ニ
シ
キ

、

綺
カ
ン
ハ
タ

（
二
〇
紙
６
）

イ
サ
ム
〔
禁
〕
→
ノ
ベ
イ
サ
ム

　
禁イ

サ

ム
ルる

限
に
在
（
ら
）
（
す
）
〔
不
〕
（
一
三
紙
４
）

　
禁イ

サ

ム
ル
限
に
在
（
ら
）
（
す
）
〔
不
〕
（
二
七
紙
６
）

　
禁イ

サ

ム
る
限
に
在
（
ら
）
（
す
）
〔
不
〕
〔
之
〕
（
三
五
紙
１
）

イ
タ
ル
〔
詣
〕

　
官
司
に
来
り
詣イ

タ

ら
（
は
）
（
二
七
紙
１
）

イ
チ
ジ
ル
シ
〔
徴
〕

　
神
明
之
徴

イ
チ
シ
ル

キ

信
シ
ル
シ

と
云
（
は
）
む
か
（
八
紙
２
）

観
『
名
』
に
は
見
え
な
い
訓
で
あ
る
。
『
集
成
』
に
は
「
○
然
・
特
・
現
・
著
・
見
・
験
」
字
の
み
で
「
徴
」
字
の
例
は
見
え
な
い
。

イ
ツ
ハ
ル
〔
假
〕

　
假

イ
ツ
ハ

（
り
）
て
災
祥
を
説ト

き
（
一
一
３
）

　『
集
成
』
に
は
、
二
十
の
漢
字
が
掲
出
さ
れ
る
が
、
「
假
」
字
の
例
は
見
え
な
い
。

イ
ト
〔
線
〕

　
金
の
水_

桶
、
線イ

ト_

柱
タ
ヽ
リ

を
は
伊
勢
の
神
の
宮
に
奉
り
。
（
六
紙
５
）
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観
『
名
』
（
法
中
一
一
五
）
に
「
イ
ト
」
と
あ
る
。
『
集
成
』
に
も
一
〇
数
例
が
見
ら
れ
る
。

ウ
ツ
ハ
タ
〔
敷
和
〕

　
敷ウ

ツ_

和ハ
タ

ノ

衣
コ
ロ
（
も
）

を
織
（
る
）
（
二
紙
３
）

『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
は
、
語
義
未
詳
と
す
る
語
。
『
集
成
』
に
は
見
え
な
い
。

ウ
ム
〔
績
〕

　
績ウ

ン

麻ヲ

〔
「
麻
」
字
の
左
傍
に
「
ア
サ
」
〕
を
以
（
て
）
（
二
紙
３
）

　「
ウ
ミ
ヲ
」
の
音
便
形
。
観
『
名
』（
法
中
一
一
七
）
に
「
ウ
ム
（
平
上
）
」
と
見
え
る
。
『
集
成
』
に
は
、『
法
華
経
単
字
』
、石
山
寺
本
『
大

唐
西
域
記
』
巻
第
一
の
例
が
見
ら
れ
る
。

ウ
ラ
ナ
ヒ
ハ
カ
ル
〔
卜
相
〕

　
僧
尼
、
吉
凶
を
卜
ヒ
相ハ

カ

リ
、
（
一
三
紙
１
）

エ
ラ
ビ
カ
フ
〔
簡
換
〕

　
上
（
の
）
法
に
依
（
り
て
）
簡
ヒ
換カ

ヘ
ヨ
（
二
四
紙
３
）

オ
ク
ル
〔
餉
〕

　
官
人
に
餉ヲ

ク

リ
遺
（
る
）
こ
と
（
一
四
紙
４
）

オ
コ
ス
〔
作
〕

　
僧
尼
、
音
樂
を
作オ

し
、
（
二
〇
紙
２
）

オ
コ
タ
ル
〔
退
〕

　
進
（
み
）
て
〔
而
〕

退
ヲ
コ
タ

ラ
（
す
）
〔
不
〕
〔
也
〕
（
一
七
紙
２
）
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　『
集
成
』
に
は
、
「
倦
・
堕
・
嬾
・
帯
・
怠
・
惰
・
懈
」
等
、
十
八
字
が
掲
出
さ
れ
る
が
、
「
退
」
字
葉
見
ら
れ
な
い
。

オ
フ
ト
〔
首
〕
→
ヲ
フ
ト
ナ
〔
首
〕

オ
ホ
チ
カ
ラ
〔
税
〕

　

税
ヲ
ホ
チ
カ
ラ

は
〔
者
〕
、
一
つ
義
倉
に
准
（
へ
）
よ
（
一
〇
紙
７
）

オ
ホ
ヌ
サ
〔
御
祓
麻
〕

　
御オ

ホ_

祓ヌ_

麻サ

（
九
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
見
ら
れ
な
い
。

オ
ホ
ヒ
ル
〔
大
蒜
〕

　
一
に
曰
（
く
）
、
大オ

ホ_

蒜ヒ
ル

（
一
八
紙
２
）

オ
ホ
ン
タ
マ
フ
リ
〔
鎮
魂
〕

　
鎮オ

ホ
ン
タ
マ
フ
リ魂

ノ
祭
（
四
紙
７
）

　『
集
成
』
に
「
鎮
魂
」
は
見
ら
れ
な
い
。

オ
モ
ネ
ル
〔
顔
面
〕

　
三
綱
、
顔ヲ

モ

ネ

_

面
（
り
）
テ
使ツ

カ

ハ
（
す
）
〔
不
〕
は
〔
者
〕
（
二
四
紙
７
）

　『
集
成
』
の
オ
モ
ネ
ル
に
は
「
○
・
湎
・
耽
・
阿
・
靦
」
の
五
字
が
掲
出
さ
れ
る
が
、
「
顔
面
」
は
見
え
な
い
。

カ
サ
ヌ
〔
累
〕

　
四
度
、
累
ネ
て
犯
（
せ
）
ら
む
（
一
九
紙
６
）

カ
タ
チ
〔
状
〕
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状
無

カ
タ
チ

（
き
）
こ
と
輙タ

（
き
）
こ
と
を
許
せ
（
ら
は
）
（
二
六
紙
１
）

カ
チ
〔
歩
〕

　
若
（
し
）
、
歩カ

チ

ナ
ラ
ハ
（
左
傍
に
「
カ
チ
ヨ
リ
ナ
ラ
ハ
」
）
〔
者
〕
、
隠
（
れ
）
よ
（
二
八
紙
３
）

カ
フ
〔
換
〕

　
上
（
の
）
法
に
依
（
り
て
）
簡
ヒ
換カ

ヘ
ヨ
（
二
四
紙
３
）

カ
ラ
〔
口
〕

　
刀
一_

口カ
ラ

（
一
〇
紙
３
）

　『
集
成
』
に
「
口
」
字
に
「
カ
ラ
」
訓
は
見
え
な
い
。
助
数
詞
の
「
カ
ラ
」
で
、
興
福
寺
本
『
日
本
國
現
報
善
悪
霊
異
記
』
見
え
る
「
柄
」

字
の
「
加
良
」
と
同
一
で
あ
ろ
う
。

カ
ル
〔
貸
〕

　
物モ

ノ

に
貸カ

リ
（
二
七
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
、
天
理
図
書
館
蔵
『
三
教
指
帰
』
久
寿
二
年
点
の
例
が
一
例
見
ら
れ
る
。

カ
ン
ハ
タ
〔
綺
〕

　
綾ア

ヤ

、
羅ラ

、

錦
ニ
シ
キ

、

綺
カ
ン
ハ
タ

（
二
〇
紙
６
）

　『
集
成
』
に
は
、
「
羅
衣
」
に
「
カ
ン
ハ
タ
」
と
見
え
る
。
「
綺
」
字
に
は
、
「
カ
ニ
ハ
タ
・
カ
ム
ニ
ハ
タ
・
カ
ム
バ
タ
」
等
の
訓
が
見
ら

れ
る
。

キ
〔
慈
葱
〕

　
二
に
曰
（
く
）
慈キ

葱
（
一
八
紙
２
）
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　『
集
成
』
に
は
、
「
葱
」
字
の
み
に
「
キ
」
と
あ
る
。

キ
ツ
ル
バ
ミ
〔
黄
橡
〕

　
木
蘭
と
は
〔
者
〕
、
黄キ_

橡
ツ
ル
ハ
ミ

を
謂
（
ふ
）
也
（
二
〇
紙
５
）

ク
ハ
シ
〔
精
・
細
〕

　
精ク

（
く
）

細
ク
ハ
シ

（
か
）
ら
（
し
め
）
〔
令
〕
よ
（
九
紙
２
）

ク
レ
ノ
ヲ
モ
〔
興

〕

　
五
に
曰
（
く
）
、
興_

(
ク
レ
ノ
ヲ
モ)

之
也
（
一
八
紙
２
）

　『
集
成
』
に
は
、
大
谷
大
学
蔵
『
三
教
指
帰
注
集
』
長
承
三
年
点
の
例
が
見
ら
れ
る
。

ク
ワ
〔
鍬
〕

　
鍬ク

ワ

一_

口
（
一
〇
紙
４
）

コ
ト
ユ
ヱ
〔
事
故
〕

　
其
（
の
）
、
事コ

ト_

故ユ
ヘ

有
（
て
）
（
二
五
紙
４
）

コ
ト
ワ
ル
〔
判
〕

　
判

コ
ト
ハ

て
吉
野
の
郡
に
下
れ
る
（
の
）
〔
之
〕
類
を
（
二
二
紙
７
）

　
判

コ
ト
ハ

リ
訖
ら
（
す
）
〔
未
〕
は
（
三
一
紙
４
）

コ
メ
〔
牛
馬
〕

　
奴
婢
・
牛コ

馬メ

（
三
五
紙
７
）

　『
集
成
』
に
「
牛
馬
」
の
熟
字
は
見
え
な
い
。
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サ
ヅ
ク
〔
付
〕

　
法
律
に
依
（
り
て
）
宮
司
に
付サ

ツ

ケ
（
一
二
紙
４
）

　
其
の
經
‐
像
を
付サ

（
け
）
（
三
四
紙
１
）

シ
ヅ
カ
ナ
リ
〔
寂
〕

　
意
に
、

寂
シ
ツ
カ

に
静
（
か
な
）
ら
む
こ
と
を
樂
（
ひ
）
（
二
二
紙
３
）

シ
ノ
ギ
ツ
ク
〔
凌
突
〕

　
凌シ

ノ

キ
突ツ

ク
は
〔
者
〕
、
軽
し
。
（
一
五
紙
４
）

　
即
（
ち
）
明
（
ら
か
に
）
し
三
綱
を
凌シ

ノ

キ
突ツ

カ
ら
は
〔
者
〕
、
（
一
五
紙
４
）

シ
ノ
グ
〔
凌
〕
→
シ
ノ
ギ
ツ
ク

　
長
宿
を
凌シ

ノ

キ
突
（
か
）
ら
は
（
一
五
２
）

シ
バ
シ
バ
〔
屡
〕

　
嘱
‐
託
、

屡
シ
ハ
シ
ハ

、
進ス

ヽ

ム
。
（
二
六
紙
２
）

シ
ル
シ
〔
信
〕

　
神
明
之
徴

イ
チ
シ
ル

キ

信
シ
ル
シ

と
云
（
は
）
む
か
（
八
紙
２
）

観
『
名
』
（
佛
上
三
二
）
に
「
シ
ル
シ
」
と
あ
る
。
『
集
成
』
に
も
、
『
法
華
経
単
字
』
『
法
華
経
音
訓
』
の
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

ス
ヂ
〔
條
〕

　
麻ヲ

一_

條ス
チ

（
一
〇
紙
４
）

　『
集
成
』
に
は
、
醍
醐
寺
本
『
遊
仙
窟
』
の
例
を
掲
出
す
る
。



猪
熊
本
『
令
義
解
』
の
訓
点

75

ソ
シ
ル
〔
毀
〕
→
ア
バ
キ
ソ
シ
ル

ソ
ソ
ギ
ハ
ラ
フ
〔
灑
拂
〕

　
灑ソ

ヽ

キ
拂ハ

ラ

フ
（
二
四
紙
５
）

　
堂
宇
を
洒ソ

ヽ

キ
拂
（
ふ
）
そ
（
二
四
紙
５
）

タ
カ
シ
〔
貴
〕

　
賤ヤ

ス

ク
買
（
ひ
）
て
貴タ

カ

ク
賣
（
る
）
を
（
二
七
紙
７
）

タ
ク
ハ
フ
〔
蓄
〕

　
之
（
を
）
蓄
ヘ
而
習_

讀
（
ま
）
（
さ
る
）
〔
不
〕
こ
と
（
一
二
紙
２
）

　
若
（
し
）
、
餘
の
禁
書
を
蓄タ

ら
は
〔
者
〕
、
（
一
二
紙
２
）

タ
ダ
ス
（
糾
）

　
糾タ

ヽ

サ
（
さ
れ
）
〔
不
〕
は
〔
者
〕
、
（
一
六
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
、
『
古
文
孝
経
』
仁
治
點
の
例
の
み
が
見
ら
れ
る
。

タ
タ
リ
〔
柱
〕

　
金
の
水_

桶
、
線イ

ト_

柱
タ
ヽ
リ

を
は
伊
勢
の
神
の
宮
に
奉
り
。
（
六
紙
５
）

『
肥
前
国
風
土
記
』
に
「
絡
垜
」
字
に
「
多
多
利
」
と
あ
る
。

タ
チ
〔
劔
・
刀
〕

　
神
‐
璽
之
鏡カ

ヽ
ミ_

劔タ
チ

（
八
紙
１
）

　
刀タ

チ

一_

口カ
ラ

、
皮
一_

張ハ
タ

（
一
〇
紙
３
）
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観
『
名
』
（
僧
上
九
四
）
に
「
タ
チ
（
平
平
）
」
と
あ
る
。
『
集
成
』
に
は
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
『
日
本
書
紀
』
巻
二
四
等
三
例
が
示
さ
れ

て
い
る
。

タ
テ
マ
ツ
ル
〔
上
〕

　
表
‐
啓
を
上タ

（
る
）
（
一
九
紙
４
）

ツ
カ
サ
ド
ル
〔
執
〕

　
浪

ミ
タ
リ

に

執
ツ
カ
サ
ト

ら
（
す
）
〔
不
〕
〔
之
也
〕
（
二
四
６
）

ツ
ク
〔
突
〕
→
シ
ノ
ギ
ツ
ク

ツ
ク
〔
隷
〕

　
山
居
の
□ツ

ケ

〔
「
録
」
字
を
消
し
て
「
□
（
破
損
）
」
字
、
『
新
訂
増
補
国
史
大
系
令
義
解
』
は
「
隷
」
字
と
す
る
〕
ル
所
の
國
郡
（
に
）　

下
せ
（
二
二
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
、
図
書
寮
本
『
日
本
書
紀
』
巻
十
三
・
十
六
、
穂
久
邇
文
庫
本
『
五
行
大
義
』
元
弘
三
年
点
の
例
を
載
せ
る
。

ツ
ネ
ニ
〔
毎
〕

　
毎
に
山
（
に
）
在
る
（
こ
と
を
）
知
れ
（
二
二
紙
７
）

ト
シ
ゴ
ヒ
〔
祈
年
〕

　
仲ナ

カ

の
春
、
祈コ

ヒ

年ト
シ

の
祭
（
一
紙
５
）

観
『
名
』
（
佛
上
八
〇
）
に
「
ト
シ
コ
ヒ
」
と
あ
り
、
『
集
成
』
に
は
東
京
国
立
博
物
館
蔵
『
延
喜
式
』
巻
八
の
例
（
二キ

サ
ラ
キ
ノ
ト
シ
コ
ヒ

月

祈
）
が
示
さ

れ
て
あ
る
。

ト
ド
ム
〔
遏
〕
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其
を
鎮シ

ツ

メ
遏ト

ヽ

メ
む
か
為
に
（
二
紙
１
）

　
預

ア
ラ
カ
シ

メ
、
路
に
〔
於
〕
迎
（
へ
）
（
て
）
〔
而
〕
饗ア

ヘ
遏ト

ヽ

ム
（
四
紙
１
）

観
智
院
本
『
類
聚
名
義
抄
』
（
以
下
「
観
『
名
』
」
と
略
称
）
に
は
「
ト
ヽ
ム
（
上
上
濁
○
）
」
（
佛
上
五
〇
）
と
あ
る
。
築
島
裕
『
訓
點
語

彙
集
成
』
（
以
下
『
集
成
』
と
略
称
）
に
は
、
東
大
寺
図
書
館
蔵
『
法
華
文
句
』
平
安
後
期
点
、
東
大
国
語
研
究
室
蔵
『
大
毘
盧
遮
那
成
佛

経
疏
』
永
久
二
年
点
等
の
例
が
見
ら
れ
る
。

ト
ム
〔
停
〕

　
寺
の
僧
坊
に
、
婦
‐
女
を
停ト

メ
、
（
二
一
紙
２
）

　
　
　
］
容
（
れ
）
停ト

メ
た
る
［
　
　（
三
三
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
、
「
ト
ム
」
の
項
に
「
止
・
留
」
を
掲
出
す
る
が
、
「
停
」
字
は
見
え
な
い
。

ニ
シ
キ
〔
錦
〕

　
綾ア

ヤ

、
羅ラ

、

錦
ニ
シ
キ

、

綺
カ
ン
ハ
タ

（
二
〇
紙
６
）

ネ
ガ
フ
〔
欽
〕

　
道
俗
、
欽ネ

カ

イ
仰
（
き
）
て
（
二
三
紙
３
）

ノ
タ
ブ
〔
宣
〕

　
中_

臣
、
祝ノ

ト_

詞コ
ト

（
を
）
宣ノ

タ

ヘ
（
五
紙
５
）

　
百
官
に
宣ノ

タ

ヒ
聞キ

カ
シ
ム
。
（
五
紙
６
）

観
『
名
』
（
法
下
四
九
）
に
「
ノ
タ
フ
（
上
平
上
濁
）
」
と
見
え
る
。

ノ
ト
コ
ト
〔
祝
詞
〕
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中_

臣
、
祝ノ

ト_

詞コ
ト

（
を
）
宣ノ

タ

ヘ
（
五
紙
５
）

ノ
ベ
イ
サ
ム
〔
陳
諌
〕

　
理
を
以
（
て
）
陳ノ

ヘ
諫イ

サ

メ
む
は
〔
者
〕
、
此
の
例
に
在
（
ら
）
（
す
）
〔
不
〕
（
一
五
紙
５
）

ハ
カ
ル
〔
相
〕
→
ウ
ラ
ナ
ヒ
ハ
カ
ル

　『
集
成
』
に
は
、
八
十
弱
の
漢
字
が
掲
出
さ
れ
る
が
、
「
相
」
字
は
見
ら
れ
な
い
。

ハ
ジ
ム
〔
孟
〕

　
孟

ハ
シ
メ

の
夏
（
二
紙
）

　
孟

ハ
シ
メ

（
の
）
夏
の
祭
（
四
紙
３
）

観
『
名
』
（
僧
中
一
五
）
に
「
ハ
シ
ム
（
上
上
平
）
」
と
見
え
る
。
『
集
成
』
に
は
「
孟
冬
」
に
「
カ
ム
ナ
ツ
キ
」
と
あ
る
が
、
「
ハ
ジ
ム
」

は
見
え
な
い
。

ハ
タ
〔
張
〕

　
皮
一_

張ハ
タ

（
一
〇
紙
３
）

　「
ハ
タ
」
は
助
数
詞
で
あ
ろ
う
が
、
『
集
成
』
に
そ
の
例
は
見
ら
れ
な
い
。

ハ
ラ
フ
〔
拂
・
解
〕
→
ハ
ラ
ヘ
ノ
ゾ
ク

　
灑ソ

ヽ

キ
拂ハ

ラ

フ
（
二
四
紙
５
）

　『
集
成
』
に
は
、
「
解
」
字
に
「
ハ
ラ
フ
」
と
す
る
例
は
見
え
な
い
。

ハ
ラ
ヘ
コ
ト
〔
祓
詞
〕

　
祓

ハ
ラ
ヘ_

詞コ
ト

（
を
）
讀ヨ

メ
（
一
〇
紙
１
）
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ハ
ラ
ヘ
ノ
ゾ
ク
〔
解
除
〕

　
解

ハ
ラ
ヘ_

除ノ
ソ

ク
こ
と
を
為
せ
よ
（
一
〇
紙
２
）

ヒ
ノ
ク
マ
〔
檜
隈
〕

　
紀
伊
の
國
の
日ヒ

ノ_
前ク

マ

の
神
（
四
紙
６
）

　『
集
成
』
に
は
、
前
田
家
本
『
日
本
書
紀
』
の
「
檜
隈
」
を
掲
出
す
る
が
、
「
日
前
」
の
例
は
見
ら
れ
な
い
。

ホ
ム
〔
賛
〕

　
祝
は
〔
者
〕
賛ホ

ム

ル

辞
コ
ト
ハ

ナ
リ
〔
也
〕
（
五
紙
５
）

『
集
成
』
に
は
、
東
洋
文
庫
蔵
『
史
記
夏
本
紀
』
、『
法
華
経
音
訓
』
等
の
例
が
示
さ
れ
て
あ
る
が
、
観
『
名
』
に
「
ホ
ム
」
訓
は
見
え
な
い
。

マ
ジ
ハ
ル
〔
参
〕

　
俗
‐
形
に
依
（
り
て
）
事
に

参
マ
シ
ハ

ル
（
二
七
紙
２
）

　
事
に

参
マ
シ
ハ

る
こ
と
は
〔
者
〕
（
二
七
紙
２
）

ミ
タ
ケ
〔
嶺
〕

　
金
の

嶺
ミ
タ
ケ

に
在
ら
は
〔
者
〕
（
二
二
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
、
「
嶺
」
字
に
「
ミ
タ
ケ
」
は
見
え
な
い
が
、
「
タ
ケ
」
と
は
見
え
る
。

ミ
ダ
リ
ニ
〔
浪
〕

　
浪

ミ
タ
リ

に
無
‐
徳
の
者人

を
挙
（
く
）
る
こ
と
（
二
三
紙
６
）

　
浪

ミ
タ
リ

に

執
ツ
カ
サ
ト

ら
（
す
）
〔
不
〕
〔
之
也
〕
（
二
四
６
）

　『
集
成
』
に
は
、
「
ミ
ダ
リ
ニ
」
の
項
に
「
妄
・
漫
・
濫
・
猥
・
縷
・
耶
・
○
・
駭
」
等
の
字
を
掲
出
す
る
が
、
「
浪
」
字
は
見
ら
れ
な
い
。



80

ミ
ヅ
カ
ラ
〔
親
〕

　
道
人
（
の
）
〔
之
〕

親
ミ
ツ
カ
ラ

す
（
へ
）
き
〔
可
〕
所
に
（
あ
ら
）
す
〔
非
〕
（
二
四
紙
６
）

ム
シ
ロ
〔
席
〕

　
床ユ

カ_

席
ム
シ
ロ 

（
二
七
紙
４
）

ム
ラ
カ
ス
〔
混
〕

　
三
寶
の
物
、
混
（
し
）
て
一
‐
處
に
在
（
ら
）
ム
（
一
四
紙
６
）

　『
集
成
』
に
は
、
石
山
寺
蔵
『
大
唐
西
域
記
』
長
寛
點
の
例
が
見
ら
れ
る
。

メ
ヒ
ル
〔
蘭
葱
〕

　
四
に
曰
（
く
）
、
蘭メ

ヒ

ル

_

葱
（
一
八
紙
２
）

　『
集
成
』
に
は
見
え
な
い
例
で
あ
る
。

モ
チ
ヰ
ル
〔
須
〕

　
須
ヰ
む
所
は
、
三
綱
、
其
ノ
日
‐
限
（
を
）
給
へ
（
一
八
紙
３
）

ヤ
ス
シ
〔
賤
〕

　
賤ヤ

ス

ク
買
（
ひ
）
て
貴タ

カ

ク
賣
（
る
）
を
（
二
七
紙
７
）

ヤ
マ
ト
カ
フ
チ
〔
東
西
〕

　
東

ヤ
マ
ト

‐

西
カ
フ
チ

ノ
文フ

ン
ヒ
ト
ヘ
（
左
傍
）

_

部
（
九
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
、
前
田
本
『
日
本
書
紀
』
巻
第
二
十
の
例
（
ヤ
マ
ト
カ
ウ
チ
）
が
見
ら
れ
る
。

ユ
カ
〔
床
〕
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床ユ

カ_

席
ム
シ
ロ

（
二
七
紙
４
）

ユ
ク
〔
向
〕

　
諸
の
社
に
向ユ

イ
（
て
）
（
九
紙
３
）

ユ
ル
ス
〔
聴
〕

　
三
綱
、
知
（
り
）
て
〔
而
〕
聴ユ

せ
ら
は
〔
者
〕
、
（
二
一
紙
６
）

　
其
（
の
）
、
事コ

ト_

故ユ
ヘ

有
（
て
）
須
（
く
）
聴ユ

ル

シ
許
（
す
）
（
べ
く
）
は
〔
須
〕
（
二
五
紙
４
）

ヨ
ル
〔
籍
〕

　
父
祖
の
蔭
に
籍ヨ

（
り
て
）
（
三
〇
紙
３
）

ワ
タ
ル
〔
渉
〕
→
ア
ヅ
カ
リ
ワ
タ
ル

ヲ
サ
ム
〔
理
・
斂
〕

　
諸
司
の
事
（
を
）
理ヲ

サ

メ
む
こ
と
（
六
紙
７
）

観
『
名
』
（
法
中
二
四
）
に
「
ヲ
サ
ム
（
平
平
○
）
」
と
あ
る
。

　
馬
を
斂ヲ

サ

メ

側
カ
タ
ハ
ラ

に
立タ

テ
よ
（
二
八
紙
２
）

　
馬
を
斂ヲ

サ

（
め
）
た
り
と
（
二
八
紙
２
）

ヲ
チ
〔
條
〕

　
祭マ

ツ

リ

_

祀
の
事
ノ
條ヲ

チ

、
是
そ
〔
也
〕
（
一
紙
４
）

観
『
名
』
（
佛
上
三
七
）
に
は
「
ヲ
チ
〳
〵
」
と
あ
る
。
『
集
成
』
に
は
、
石
山
寺
蔵
『
大
智
度
論
』
、
京
都
国
立
博
物
館
蔵
『
日
本
書
紀
』

巻
二
二
等
の
例
が
示
さ
れ
て
あ
る
。
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ヲ
フ
ト
ナ
〔
首
〕

　
西(
河
内
（
左
傍
）)

の
漢_

文
の

首

ヲ
フ
ト
ナ
（
左
傍
）

ヲを 

謂
（
ふ
）
（
九
紙
７
）

　『
集
成
』
に
は
「
首
」
字
に
「
オ
フ
ト
」
と
見
え
る
。

四
３
　
訓
法
に
つ
い
て

①
　
コ
ト
得

　「
得
」
と
い
う
語
は
、
動
詞
と
し
て
の
用
法
の
場
合
、
「
ヲ
」
格
を
と
る
の
が
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
上
接
の
活
用
語
が
「
コ
ト
」
に
承

接
す
る
場
合
は
、
「
コ
ト
得
」
「
コ
ト
ヲ
得
」
の
よ
う
に
「
ヲ
」
を
介
す
る
場
合
と
介
し
な
い
場
合
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
春
日

政
治
『
西
大

寺
本
金
光
明
最
勝
王
経
古
點
の
國
語
學
的
研
究
』
に
は
、
続
紀
宣
命
で
は
「
コ
ト
得
」
の
例
の
み
で
あ
る
が
、
平
安
初
期
に
は
「
コ

ト
得
」
「
コ
ト
ヲ
得
」
の
両
形
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
後
世
に
は
「
ヲ
」
を
介
す
る
語
法
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
猪
熊
本
『
令
義
解
』
に
は
、

　
①
此
に
因
（
り
て
）
更
に
、
餘
の
物
（
を
）
乞
（
ふ
）
こ
と
得
不し

　（
一
七
紙
４
）

　
②
惣
て
［
　
　
］
は
〔
者
〕
二
百
日
過
（
す
）
こ
と
得
（
さ
り
）
〔
不
〕
つ
　（
一
九
紙
６
）

　
③
綾ア

ヤ

、
羅ラ

、

錦

ニ
シ
キ
・
キ
ン
（
左
傍
）

、

綺
カ
ン
ハ
タ

は
並
に
、
服
用
す
る
こ
と
得
不し

　（
二
〇
紙
６
）

　
④
凡
（
そ
）
僧
［
　
　
］
輙
く
、
尼
寺
に
入
（
る
）
こ
と
得
不し

　（
二
一
紙
７
）

　
⑤
尼
は
輙
ク
、
僧
寺
に
入
（
る
）
こ
と
得
不し

　（
二
一
紙
７
）

そ
の
他
、
二
三
紙
７
、二
七
紙
５
、三
十
紙
１
、三
二
紙
３
、三
二
紙
４
、三
五
紙
６
、三
五
紙
７
、三
六
紙
２
、三
六
紙
３
　
等
に
「
コ
ト
得
」

の
例
が
見
ら
れ
る
。
さ
す
れ
ば
、
猪
熊
本
『
令
義
解
』
の
「
コ
ト
得
」
は
、
上
代
の
古
形
を
伝
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
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②
　
サ
行
変
格
活
用
の
命
令
形
「
セ
」

　
サ
行
変
格
活
用
の
命
令
形
は
、一
般
的
に
は
「
セ
ヨ
」
で
あ
る
。
築
島
裕
氏
は
、前
掲
の
「
律
令
の
古
訓
点
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、「
せ
」

の
み
で
、
「
よ
」
を
欠
く
場
合
が
あ
る
と
し
て
、
「
軍
防
令
」
「
僧
尼
令
」
の
例
を
示
し
て
あ
る
。

　
①
法
律
に
依
（
り
て
）
官
司
に
付サ

ツ

ケ
（
て
）
罪
（
を
）
科
せ
　（
一
二
紙
４
）

　
②
擧
劾
せ
（
さ
）
〔
不
〕
ル
（
の
）
〔
之
〕
罪
（
を
）
科
せ
　（
一
六
紙
７
）

　
③
縦
せ
る
所
の
日
に
准
へ
罰
苦
使
せ
　（
二
五
紙
１
）

　
④
律
に
依
（
り
て
）
罪
（
を
）
科
せ
　（
二
六
紙
６
）

　
⑤
格
律
に
准
（
ふ
る
）
に
徒
年
以
上
ナ
ル

ス
　 
者
（
を
）
合
（
せ
）
は
〔
者
〕
、
環
俗
せ
　（
二
九
紙
２
）

　
⑥
其
の
餘
の
一
年
は
〔
者
〕
、
律
に
依
（
り
て
）
役
身
せ
　（
三
十
紙
３
）

　
⑦
已
に
断
し
訖
（
り
）
て
三
綱
に
付
（
け
）
（
す
）
〔
未
〕
は
〔
者
〕
、
散
禁
せ
　（
三
一
紙
５
）

　
⑧
師
主
、
三
綱
、
及
（
ひ
）
同
房
の
人
、
情
を
知
れ
ら
は
〔
者
〕
、
各
、
還
俗
せ
　（
三
三
紙
３
）

　
⑨
本
罪
重
く
（
は
）
〔
者
〕
、
律
に
依
（
り
て
）
論
せ
　（
三
三
紙
６
）

　
⑩
其
（
の
）
俗
人
は
〔
者
〕
、
律
に
依
（
り
て
）
論
せ
　（
三
四
紙
２
）

　
⑪
改
（
め
）
て 

外
國
の
寺
に
配
せ
　（
三
五
紙
２
）

　
⑫
赦
降
（
の
）
〔
之
〕
後
を
數カ

ス

へ
坐
す
る
こ
と
（
を
）
為
せ 

（
三
五
紙
５
）

　
⑬
所
由
の
者人

は
並
（
ひ
）
に
、
律
に
依
（
り
て
）
科
断
せ
　（
三
六
紙
３
）

　
猪
熊
本
『
令
義
解
』
に
は
、
右
に
示
す
よ
う
に
、
命
令
形
に
「
せ
」
の
み
で
「
よ
」
を
欠
く
例
が
見
ら
れ
る
。
築
島
裕
氏
は
、
律
令
に
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お
け
る
「
よ
」
を
欠
く
例
に
つ
い
て
、
「
恐
ら
く
奈
良
時
代
以
前
の
古
形
を
伝
え
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
」
（
前
掲
論
文
）
と
さ
れ
る
が
、

上
代
の
古
形
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

③
　
目
的
格
に
「
ヲ
」
を
用
い
な
い
用
法

　
目
的
格
の
「
ヲ
」
を
用
い
な
い
用
法
に
つ
い
て
は
、
小
林
芳
規
『
平
安
鎌
倉
時
代
に
於
け
る
漢
籍
訓
讀
の
國
語
史
的
研
究
』
第
四
章
第

五
項
に
指
摘
が
あ
る
。
築
島
裕
氏
も
、
前
掲
「
律
令
の
古
訓
点
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
「
律
令
の
訓
点
で
は
、
こ
の
助
詞
ヲ
の
無
い
例
が

相
当
に
多
い
」
と
あ
る
。

　
ヲ
コ
ト
点
図
に
示
す
よ
う
に
、
「
ヲ
」
の
星
点
が
確
認
さ
れ
、
目
的
格
を
要
す
る
語
が
他
動
詞
に
承
接
す
る
場
合
、
国
語
の
語
順
に
従
っ

て
返
読
す
る
場
合
、
格
助
詞
「
ヲ
」
を
伴
う
の
が
普
通
で
あ
り
、
猪
熊
本
に
於
い
て
も
、
「
ヲ
」
を
伴
う
例
は
多
い
。

　
・
天
神
を
謂
（
ひ
て
）
神
と
曰
（
ふ
）
地
神
を
祇
と
曰
（
ふ
）
〔
也
〕

　
・
歳
災サ

イ

を
作ヲ

コ

ラ
不す

　
・
時
令
ヲ
シ
度
に

順
シ
タ
カ

ハ
令し

（
む
る
）
コ
ト
ヲ
欲
（
す
る
）
ナ
リ

　
・
大
神
、
狭
井
の
二
の
祭
を
謂
（
ふ
）
〔
也
〕　（
以
上
第
一
紙
）

第
二
紙
に
於
い
て
は
、
格
助
詞
「
ヲ
」
を
星
点
に
よ
っ
て
加
点
す
る
例
が
十
例
存
す
る
の
に
対
し
て
、

　
・
故
に
花
（
　
）
鎮
（
め
む
）
と
曰
（
ふ
）

の
一
例
の
み
が
格
助
詞
の
「
ヲ
」
を
伴
っ
て
い
な
い
。
こ
の
例
な
ど
は
、
た
ま
た
ま
「
ヲ
」
の
加
点
を
欠
い
た
と
し
て
処
理
す
る
こ
と
も

可
能
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
第
五
紙
あ
た
り
か
ら
、

　
・
中
臣
、
祝ノ

ト
コ
ト詞

（
　
）

宣
ノ
タ
（
ま
）

ヘ
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・
故
に
、
祝ノ

詞
（
　
）
宣
へ
と
曰
（
ふ
）
〔
之
也
〕

　
・
忌
部
、
幣
帛

ヒ
ヤ
ク

（
　
）
班ア

カ

（
ち
）
テ
　
　（
以
上
五
紙
）

の
よ
う
に
、
格
助
詞
「
ヲ
」
を
加
点
し
な
い
例
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。

　
中
古
の
和
文
に
於
い
て
は
、
格
助
詞
「
を
」
を
伴
わ
な
い
の
は
一
般
的
で
あ
る
が
、
本
書
の
よ
う
な
性
格
の
書
の
場
合
に
は
、
和
文
の

語
法
を
も
視
野
に
い
れ
た
解
釈
が
必
要
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
六

　
現
存
す
る
『
令
義
解
』
の
写
本
の
中
で
、
書
写
年
代
が
最
古
と
さ
れ
る
本
書
に
つ
い
て
、
国
語
史
料
と
し
て
注
目
に
値
す
る
と
思
し
い

点
に
つ
い
て
の
若
干
の
報
告
を
示
し
た
。

　
本
『
令
義
解
』
の
訓
点
は
、
鎌
倉
時
代
の
加
点
と
思
し
い
が
、
本
書
の
訓
点
に
は
、
文
字
・
語
・
語
法
等
の
点
に
於
い
て
、
古
語
・
古

語
法
志
向
と
思
わ
れ
る
も
の
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
点
は
、注
目
す
べ
き
言
語
事
象
で
あ
り
、国
語
史
学
の
観
点
で
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

（
本
学
教
授
）


